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２時間ごとに、１５分休憩！

監査時に休憩していなければ減点、累計点数で営業停止！

荷台からの転落に注意！

バックホーの下敷き、64歳男性死亡

作業中に斜面で横転か

２０１４年８月５日（火）１１時５２分

４日午後３時５５分ごろ、福島県の山林で、建設業の男性（６４）がバックホーの下敷きになって

いると、近くで伐採作業をしていた男性が１１９番通報した。男性は間もなく死亡が確認された

。警察によると、男性の死因は圧迫死とみられる。男性は１人で伐採作業をしていた。伐採し

た木材をバックホーで運搬していたところ、斜面でバックホーが横転し、下敷きになった可能

性が高いという。同署は労災事故として調べている。

＜トラック事故防止４か条＞

①危険予知能力を高める・・・・・事故回避の基本 （注意⇨おごり、怒り、あせり、疲れ）

②安全確認を励行する・・・・・・・特に、交差点通行時 ⇨ （同時に、構え運転）

③動作急変を排除する・・・・・・・特に、直線道路 ⇨ 進路変更・停止時等

④脇見・漫然運転を警戒する・

ヒヤリ・ハットの経験を思い出そう！

熱中症に注意、「水分補給」

交差点 「右左確認／よ～し！」

「前方をしっかり確認しなかった」

左折時、3輪車と出合い頭に衝突、2歳女児重体

２０１４年８月６日（水）６時２３分

５日午後５時半前、群馬県の路上で、「子どもと車がぶつかった」と、近隣住民から通報があった

。警察によると、乗用車が左折しようとした際、３輪車と出合い頭に衝突し、３輪車に乗ってい

た２歳の女の子は、重体となっている。警察は、運転していた男性容疑者（３１）を、自動車運転

処罰法で現行犯逮捕した。容疑者は「前方をしっかり確認しなかった」と容疑を認めている。

準備中、頭を挟まれ、男性死亡

２０１４年８月６日（水）０時５７分

５日午後８時３５分ごろ、青森県で、「弘前ねぷたまつり」の運行準備中、人が下敷きになって

いると１１９番があった。県警弘前署員らが駆け付けたが、大型ねぷたの中にいた男性の死亡が

確認された。同署や弘前地区消防事務組合などによると、男性は４０代で、ねぷたの運行関係者

とみられる。ねぷたを上下させる電動式の昇降機があり、男性は頭を挟まれていた。

危険ドラッグに、道交法適用

事故前でも現行犯逮捕へ

（２０１４／０８／０５ １３：４８）

危険ドラッグによる交通事故が相次いでいることから、警視庁は５日、事故を起こす前や物

損事故でも運転手に危険ドラッグの使用が疑われる場合、道交法違反の疑いで現行犯逮捕する

運用を始め、同日付で各警察署に通知した。

警視庁によると、検問などで運転手が（１）意識混濁など異常な状態（２）危険ドラッグを

所持している（３）正常な運転ができていない―などの要件を満たした場合、道交法が定める

「過労運転等の禁止」を適用する。

これまでは、ドラッグの使用が明白な場合でも、鑑定結果が出るまで事故との因果関係を立

証できないことから、現行犯逮捕していなかった。


